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発 言 通 告 書 

【件名及び発言の要旨】 

１ 議案第63号及び第64号副市長選任について 

(1) 今回お二人を選任された理由について伺う。 

(2) 市長にとって副市長とはどのような存在だとお考えか。 

(3) 市政を運営していくに当たって、さまざま課題を解決してい

く際に、積極的に副市長からの進言を受けとめる準備がおあり

か。 

(4) 今回のお二人を副市長に選任することで、何を実現しようと

考えるか。 

 

２ 議案第65号市長等の退職手当の特例に関する条例制定について 

(1) この条例を制定される思いについて伺う。 

(2) そもそも市長の退職手当についてどのようなお考えをお持ち

か。 

(3) なぜ、副市長の退職手当も対象とされたのか。 

(4) なぜ、この時期に条例制定されるのか。 
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(5) 特別職報酬等審議会になぜ諮問されなかったのか。 

(6) パブリックコメントの必要性はお感じにならなかったか。 

(7) 退職手当を半額や３分の１ではなくゼロとしたのはなぜか。 

(8) 職員退職手当条例第６条の３そのものを改正するのではなく、

特例に関する条例制定とした理由を伺う。 

(9) 退職手当の廃止は市長の公約であったが、今後も市民の中に

この議論を喚起し、市長の代のみならず改善できるよう働きか

けるお考えはおありか。 

(10) 市長は退職金の廃止を訴える中で、さらに使途についても言

及されている。退職手当廃止と施策展開との関係性について、

わかりやすい説明を求める。 


